
4 月 19 日（金）、地域における消防団員の必要性
と活動に理解され全従業員 72 人中 27 人が消防団
員として活動いただいている株式会社坂口製作所和
歌山工場（清水）が、この度、「有田川町消防団協
力事業所表示制度」の認定第 1号となり、中山正
隆町長（写真前列左から 5人目）から同社代表取
締役　坂口 清信さん（写真前列左から 4人目）に
表示証を交付しました。
消防団は、町民の生命や身体、暮らしの安全を守
る重要な役割を担っています。

保江 宗治さん（清水）（写真中段右端）
多年にわたり献身的に水防に従事し、著しい功

労があったことが評価され、有田川町水防団長の
保江宗治さんが、全国水防管理団体連合会から水
防功労者として表彰されました。
保江さんは平成 26年（2014 年）度から現在ま

で有田川町水防団長を務められ、台風・大雨災害
等の際に、水防団を指揮し、町民の安心安全に尽
力されています。

このコーナーでは、日常生活で使う手話を紹介します。
一緒にやってみましょう！
①
右手でこぶしをつくり、こめかみのあたりにあてて下ろす。
（「朝起きる」を表現）

手話にチャレンジ！
「おはよう」

②
両手の人さし指が向かい合うように立
て、軽く曲げる。
（「あいさつ」を表現）

※手話は、使う人やコミュニケーションをとる相手などによって異な
るため、ここで紹介している手話と違う表現を使うことがあります。
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・
7
人
槽
／
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万
8
0
0
0
円

・
8
人
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以
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／
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2
0
0
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●
補
助
金
受
給
要
件

・
有
田
川
町
に
住
民
登
録
し
て
い
る
こ

と
、
ま
た
は
工
事
完
了
後
に
居
住
す
る

者
で
あ
る
こ
と

・
個
人
住
宅
で
あ
る
こ
と
（
店
舗
併
用
住
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は
条
件
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よ
り
含
む
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・
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２
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２
０
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０
年
）３
月
31
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火
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ま
で
に
設
置
工
事
を
完
了
し
、
補
助
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に

係
る
必
要
書
類
を
提
出
で
き
る
こ
と

・
各
町
税
を
完
納
し
て
い
る
こ
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問
下
水
道
課

浄
化
槽
は
適
正
に
管
理
を

浄
化
槽
管
理
者
に
は
、
次
の
３
項
目
の

維
持
管
理
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
大
切
な
水
環
境
を
守
る
た
め
、
浄

化
槽
は
適
正
に
管
理
し
ま
し
ょ
う
。

●
保
守
点
検
（
浄
化
槽
法
第
10
条
）

浄
化
槽
の
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
に

は
、
定
期
的
に
点
検
や
調
整
、
薬
剤
の
補
給
・

修
理
な
ど
の
保
守
点
検
を
受
け
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
保
守
点
検
は
、
県
の
登
録
を
受

け
た
保
守
点
検
業
者
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
清
掃
（
浄
化
槽
法
第
10
条
）

浄
化
槽
は
、
毎
年
１
回
以
上
の
清
掃
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
清
掃
は
、

町
の
許
可
を
受
け
た
浄
化
槽
清
掃
業
者
で

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
法
定
検
査
（
水
質
検
査
）（
浄
化
槽
法

第
７
条
・
第
11
条
）

浄
化
槽
は
、
使
用
開
始
後
3
カ
月
を
経

過
し
た
日
か
ら
5
カ
月
以
内
に
1
回
、
そ

の
後
は
年
1
回
の
水
質
の
定
期
検
査
を
受
け

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
県
が
指
定
し
た
検

査
機
関
（
公
益
社
団
法
人
和
歌
山
県
水
質

保
全
セ
ン
タ
ー
有
田
川
事
務
所 

☎
６
３
‐

６
１
６
１
）
で
受
け
て
く
だ
さ
い
。
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下
水
道
課

◆
◆
◆

花
い
っ
ぱ
い
コ
ン
ク
ー
ル

参
加
者
募
集

●
参
加
条
件
（
家
庭
の
部
）
／
敷
地
の
外

部
か
ら
花
壇
を
観
賞
で
き
る
よ
う
に
し

て
い
る
こ
と
（
道
路
な
ど
を
占
有
し
て

い
る
も
の
は
対
象
外
）

※
そ
の
他
、「
学
校
の
部
」「
地
域
・
職
場

の
部
」
が
あ
り
ま
す
。

●
応
募
方
法
／
参
加
申
請
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
写
真
を
添
付
し
て
く
だ
さ

い
。

●
応
募
締
切
日
／
７
月
31
日
（
水
）
必
着

●
そ
の
他
／
参
加
申
込
書
・
詳
細
は
和
歌

山
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く

か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
和
歌
山
県
庁
県
民
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活
課
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０
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４
４
１
‐
２
５
９
８

献 

血

◆
◆
◆

6
月
の
献
血

●
6
月
23
日
（
日
）

・
デ
リ
シ
ャ
ス
広
岡
吉
備
店
／
10
時
〜
12

時
・
13
時
〜
16
時

●
6
月
26
日
（
水
）

・
和
歌
山
ア
イ
コ
ム
（
株
）
／
10
時
〜
12

時
・
13
時
〜
14
時
30
分

・
J
A
あ
り
だ
金
屋
支
所
／
15
時
30
分

〜
16
時
30
分

問
健
康
推
進
課
（
金
屋
庁
舎
）

◆
◆
◆

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
補
助
金

生
活
排
水
に
よ
る
公
共
用
水
域
の
水
質

汚
濁
を
防
止
す
る
た
め
、
合
併
処
理
浄
化
槽

を
設
置
す
る
方
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

●
補
助
対
象
区
域
／
公
共
下
水
道
事
業
計

画
地
域
と
農
業
集
落
排
水
整
備
地
区
を

除
く
区
域

●
申
請
受
付
期
間
／
11
月
15
日
（
金
）
ま
で

※
必
ず
浄
化
槽
の
設
置
工
事
に
着
手
す
る

前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
予
算
の
範
囲
内
で
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

予
算
が
な
く
な
り
次
第
受
け
付
け
終
了
。

●
補
助
上
限
額

・
5
人
槽
／
43
万
2
0
0
0
円
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町収入の一部とするため有料広告を掲載しています。広告


